
【　適用基準　】
（支援法施行令）

（59市町村） 第1条第3号 3月16日 （ 4月28日 ）

宮城県（６市町）

山元町
や ま も と ち ょ う

第1条第2号 3月16日 （ 4月11日 ）

角田市
か く だ し

第1条第2号 3月16日 （ 4月22日 ）

白石市
し ろ い し し

第1条第6号 3月16日 （ 4月22日 ）

蔵王町
ざ お う ま ち

第1条第6号 3月16日 （ 4月22日 ）

亘理町
わ た り ち ょ う

第1条第6号 3月16日 （ 4月22日 ）

柴田町
し ば た ま ち

第1条第6号 3月16日 （ 5月9日 ）

【適用団体】　65市町村

令和４年福島県沖を震源とする地震に係る
被災者生活再建支援法の適用団体一覧

（令和４年５月９日（月）15時00分現在）

【　該当区域　】 【　発生日（決定日）　】

福島県（59市町村）

 


